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赤穂市教育委員会訓令甲第４号 

 

赤穂市認定地域クラブ活動の認定に関する要綱 

 

（趣旨） 

第１条  この要綱は、部活動改革及び地域クラブ活動の推進等に関する総合的なガイドライ

ン（令和７年１２月２２日付け７ス庁第１８３９号スポーツ庁次長・文化庁次長・文部科

学省初等中等教育局長通知別添２）に基づく認定地域クラブ活動の認定に関し必要な事項

を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において「認定地域クラブ活動」とは、スポーツ又は文化芸術活動を行っ

ている地域クラブ活動のうち、赤穂市立中学校の学校部活動を継承、発展させたもので、

赤穂市教育委員会（以下「教育委員会」という。）が認定した活動をいう。 

（認定の要件） 

第３条 認定地域クラブ活動として認定を受けることができる地域クラブ活動は、次の各号

のいずれにも該当するものとする。 

⑴ 学校部活動が担ってきた教育的意義を継承、発展させた活動であり、生徒が身近な地

域で希望する活動に主体的に参加できるようにすることにより、豊かで幅広い活動の機

会の保障に寄与するものであること。 

⑵ 適切な運営体制及び指導の実施体制並びに安全体制が確保されていること。 

⑶ 適切な活動時間及び休養日が設定されていること。 

⑷ 活動の維持及び運営に必要な範囲で、可能な限り低廉な参加費等が設定されているこ

と。 

⑸ 中学校等との連携が適切に行われていること。 

（認定の申請） 

第４条 認定地域クラブ活動として認定を受けようとする地域クラブ活動の運営団体（以下

「申請者」という。）は、赤穂市認定地域クラブ活動認定申請書兼誓約書（様式第１号）に

関係書類を添えて、教育委員会に提出しなければならない。 

（指導者の登録） 

第５条 認定地域クラブ活動の指導者は、別に定めるところにより、教育委員会の登録を受

けなければならない。 

（認定等） 

第６条 教育委員会は、第４条の規定による申請があったときは、その内容を審査するとと

もに、必要に応じて現地確認を行い、認定地域クラブ活動として認定するときは赤穂市認

定地域クラブ活動認定通知書（様式第２号）により、認定しないときは赤穂市認定地域ク
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ラブ活動不認定通知書（様式第３号）により、当該申請者にその旨を通知するものとする。 

２ 教育委員会は、前項の規定により認定の審査を行うときは、当該申請者に対し、第４条

に規定する書類のほか必要な書類の提出を求めることができる。 

（認定の有効期限） 

第７条 認定地域クラブ活動の認定の有効期限は、認定の効力が発生した日の属する年度の

翌年度の末日までとする。 

（変更の届出） 

第８条 第６条第１項の規定により認定を受けた申請者 （以下「認定団体」という。）は、申

請内容に変更が生じたときは、速やかに赤穂市認定地域クラブ活動変更届出書（様式第４

号）により教育委員会に届け出なければならない。 

（休止の届出） 

第９条 認定団体は、認定地域クラブ活動を休止しようとするときは、あらかじめ赤穂市認

定地域クラブ活動休止届出書（様式第５号）により教育委員会に届け出なければならない。 

（廃止の届出） 

第１０条 認定団体は、認定地域クラブ活動を廃止しようとするときは、あらかじめ赤穂市

認定地域クラブ活動廃止届出書（様式第６号）により教育委員会に届け出なければならな

い。 

（認定の取消し） 

第１１条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときには、認定地域クラブ活動の

認定を取り消すものとする。  

 ⑴ 不正な手段等により認定を受けたとき。 

 ⑵ 第３条に規定する認定の要件を満たさなくなったと認められる場合であって、指導助

言等によっても、その改善を期待することができないとき。 

 ⑶ 認定団体又は認定団体の指導者が赤穂市暴力団排除条例（平成２４年赤穂市条例第 

１１号）第２条に規定する暴力団、暴力団員又は暴力団密接関係者に該当することが判

明したとき。 

⑷ その他教育委員会が必要と認めたとき。 

２ 教育委員会は、前項の規定により認定を取り消したときは、赤穂市認定地域クラブ活動

認定取消通知書（様式第７号）により、当該認定団体に通知するものとする。 

（認定地域クラブ活動に対する指導助言等） 

第１２条 教育委員会は、認定団体に対し、定期的に取組状況等の報告を求め、ヒアリング、

現地確認等を行うことにより、その活動状況を把握し、必要な指導助言等を行うものする。 

（補則） 

第１３条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。 
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付 則 

１ この要綱は、令和８年７月１日から施行する。 

２ 認定地域クラブ活動の認定に関し必要な行為は、この要綱の施行の日前においても行う

ことができる。 

３ この要綱の施行の際現に部活動の地域移行に係る中学生受入団体・指導者募集要項（令

和５年７月１日赤穂市教育委員会制定）の規定により教育委員会の登録を受け、活動して

いる団体については、令和９年３月３１日までの間は、第６条第１項の規定による認定を

受けたものとみなす。 
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様式第 1号（第４条関係） 

 

赤穂市認定地域クラブ活動認定申請書兼誓約書 

   年  月  日 

赤穂市教育委員会 宛 

     団体名               

代表者氏名             

 

認定地域クラブ活動として認定を受けたいので、赤穂市認定地域クラブ活動の認定に関す

る要綱第４条の規定により次のとおり申請します。 

１ 地域クラブ活動の名称  

２ 団体の所在地又は代表者

の住所 

〒 

 

３ 連絡先 TEL： 

E-mail： 

４ 活動種目  

５ 活動方針  

 

６ 活動内容  

 

７ 参加者数 全体   人（うち中学生    人） 

８ 募集対象者 小学生未満  小学生  中学生  高校生  成人 

 該当するものに○をつけてください。 

９ 募集対象区域（エリア）  

10 活動時間  

 

 

11 活動場所  

 

 

12 参加費、保険料等の 

受益者負担 

参加費：     円／月 又は 年 

保険料：     円／年 

その他：     円／年 
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13 添付書類 ⑴ 団体の規約等 

⑵ 指導者名簿 

⑶ 地域クラブ活動の活動計画書 

⑷ 地域クラブ活動に係る収支計画書 

⑸ その他必要な書類 

 

上記の申請に当たり、下記の事項を遵守することを誓約します。 

 

記 

 

１ 本申請書及び添付書類に記載した内容に沿って活動を行うこと。 

２ 申請内容のうち認定に係る事項に変更が生じたときは、速やかに届け出ること。 

３ 教育委員会からの指導助言等があった場合は、真摯に対応すること。 
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様式第２号（第６条関係） 

 

赤穂市認定地域クラブ活動認定通知書 

第     号 

年  月  日 

  

 様 

 

   赤穂市教育委員会  印 

 

   年  月  日付けで申請のあった認定地域クラブ活動について、下記のとおり認

定することとしましたので、赤穂市認定地域クラブ活動の認定に関する要綱第６条第１項の

規定により通知します。 

 

記 

 

１ 地域クラブ活動の名称 

 

２ 認定の有効期間         年  月  日から   年  月  日まで 

 

３ 留意事項 

⑴ 学校部活動が担ってきた教育的意義を継承、発展させた活動であり、生徒が身近な

地域で希望する活動に主体的に参加できるようにすることにより、豊かで幅広い活動

の機会の保障に寄与するものであること。 

⑵ 適切な運営体制並びに指導の実施体制及び安全体制が確保されていること。 

⑶ 適切な活動時間及び休養日が設定されていること。 

⑷ 活動の維持及び運営に必要な範囲で、可能な限り低廉な参加費等が設定されている

こと。 

⑸ 中学校等との連携が適切に行われていること。 
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様式第３号（第６条関係） 

 

赤穂市認定地域クラブ活動不認定通知書 

第     号 

年  月  日 

 

 様 

 

  赤穂市教育委員会  印 

 

年  月  日付けで申請のあった認定地域クラブ活動について、下記のとおり認定

しないこととしましたので、赤穂市認定地域クラブ活動の認定に関する要綱第６条第１項の

規定により通知します。 

 

記 

 

１ 地域クラブ活動の名称 

 

２ 不認定の理由 
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様式第４号（第８条関係） 

 

赤穂市認定地域クラブ活動変更届出書 

年  月  日 

 

赤穂市教育委員会 宛 

 

     団体名               

代表者氏名             

電話番号              

 

年  月  日付け赤  第  号により認定を受けた地域クラブ活動について、申

請内容に変更が生じたため、赤穂市認定地域クラブ活動の認定に関する要綱第８条の規定に

より下記のとおり届け出ます。 

 

 

記 

 

 

１ 地域クラブ活動の名称    

 

２ 変更事項          

 

３ 変更年月日          年  月  日 

 

４ 変更内容 （旧） 

       （新） 

 

５ 変更の理由         
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様式第５号（第９条関係） 

 

赤穂市認定地域クラブ活動休止届出書 

年  月  日 

 

赤穂市教育委員会 宛 

 

     団体名               

代表者氏名             

電話番号              

 

年  月  日付け赤  第  号により認定を受けた地域クラブ活動について休止

するため、赤穂市認定地域クラブ活動の認定に関する要綱第９条の規定により下記のとおり

届け出ます。 

 

記 

 

１ 地域クラブ活動の名称 

 

２ 休止予定期間       年  月  日から    年  月  日まで 

 

３ 休止の理由 
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様式第６号（第１０条関係） 

 

赤穂市認定地域クラブ活動廃止届出書 

年  月  日 

 

赤穂市教育委員会 宛 

 

     団体名               

代表者氏名             

電話番号              

 

年  月  日付け赤  第  号により認定を受けた地域クラブ活動について廃止

するため、赤穂市認定地域クラブ活動の認定に関する要綱第１０条の規定により下記のとお

り届け出ます。 

 

記 

 

１ 地域クラブ活動の名称    

 

２ 廃止予定年月日        年  月  日 

 

３ 廃止の理由 
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様式第７号（第１１条関係） 

 

赤穂市認定地域クラブ活動認定取消通知書 

第     号 

年  月  日 

 

 様 

 

 赤穂市教育委員会  印 

 

年  月  日付け赤  第  号により認定した認定地域クラブ活動について、下

記のとおり認定を取り消すこととしましたので、赤穂市認定地域クラブ活動の認定に関する

要綱第１１条第２項の規定により通知します。 

 

記 

 

１ 地域クラブ活動の名称 

 

２ 認定の取消理由 

  

 

 


